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公益社団法人全国市有物件災害共済会 

令和３年度通常理事会議事録 

 

１ 日  時  令和３年５月２４日（月）午前１０時４５分～１１時５３分 

２ 場  所  川崎区東田町５番地４ 川崎市役所第３庁舎１８階第１会議

室、各理事市市役所副市長室等 

         Ｗｅｂ会議システム（ＺＯＯＭ）を利用し、各理事間を音声

と画像の伝達を行う方法で開催した。 

         なお、Ｗｅｂ会議システムについて、各会場間で音声及び映

像が双方向で伝わる環境となっていることを、事務局が理事

会開始の直前に確認した。 

３ 理事総数及び定足数  理事現在数 １９名 定足数 １０名 

４ 出席理事  １４名（以下、敬称略） 

相川一郎、赤岡昌弘、伊東恵美子、加藤昭彦、金井慎一郎、 

小金井勉（常務理事）、清水寿夫、鈴木清、鈴木章一郎、鈴木達也、 

高橋徹（理事長職務代理者）、中澤慎二、福田紀彦（理事長）、 

藤本章（五十音順） 

５ 欠席理事  ５名 

  今本雅祥、小池信之、田尻充、中村英一、町田隆敏（五十音順） 

６ 出席監事  監事現在数 ２名 

石川哲治、遠藤幸子（五十音順） 

７ 議題 

【決議事項】 

議案第１号 令和２年度事業報告について 

議案第２号 令和２年度決算について 

議案第３号 支払準備資産に関する規程に定めるリスクの範囲について 

議案第４号 建物総合損害共済業務規程の一部を改正する規程の制定について 

議案第５号 総会において選任される理事候補者の決定について 

議案第６号 地区協議会会長の選任について 

議案第７号 業務方法書第１２条第３項に定める有資格者の選任（再任）について 

議案第８号 総会の日時・場所・目的である事項等の決定について 

【報告事項】 
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報告第１号 相互救済事業の見直しの検討状況について 

報告第２号 理事の退任について 

報告第３号 代表理事の職務執行の状況について 

報告第４号 理事長の利益相反取引に係る重要事項について 

報告第５号 新規入会について 

報告第６号 令和２年度助成金対象事業における各団体の実施状況について 

８ 議事の経過の要領及びその結果  

（１）定足数の確認 

福田紀彦理事長（以下「福田理事長」という。）が挨拶を行った。 

続いて、議事の開始に先立ち、事務局から定款第３３条第１項に基づき、

福田理事長が議長に就く旨の説明を行った。 

議長は、理事会の開会を宣言し、続いて、定款第３４条第１項に規定する

理事会の定足数を満たしていることを事務局に確認した。 

（２）議事の審議状況 

議長は、議事録について、定款第３６条第２項に基づき、出席した代表理

事及び監事が記名押印する旨を告げ、議案の審議に入った。 

議案の審議については、小金井勉常務理事（以下「小金井常務理事」とい

う。）の議案説明後、議長が採決をする形式で行った。 

【決議事項】 

ア 議案第１号「令和２年度事業報告について」 

議案第２号「令和２年度決算について」 

議案第３号「支払準備資産に関する規程に定めるリスクの範囲について」 

まず、議案第１号、令和２年度事業報告について、会員市数が前年度に

比べて１市増加し、７９１市となったことを報告したうえで、次のとおり

説明を行った。 

（ア）地方自治法第２６３条の２の規定に基づく相互救済事業 

建物総合損害共済については、契約件数３２万４，６１７件、分担

金額は６８億６，４２３万１千円に対し、共済支払件数は５，０７１

件、共済金支払金額は８７億５，９１２万２千円となった。対前年度比

では、分担金額は１０２．１％の微増に対して、共済金支払金額は、１

２５．３％と大幅な増となった。この結果、損害率は、１２７．６％と
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なった。この主たる要因は、平成３０年度及び令和元年度の豪雨、台風

など自然災害によるが、近年増加している「ごみ処理施設」の大規模火

災に対する共済金も影響している。 

自動車損害共済については、契約台数２０万４，４８３台、分担金

３２億５，２１９万円で、これに対する共済金支払件数１３，７８４

件、共済金金額は、２３億４，３３３万９千円となった。対前年度比で

は、分担金額の微増に対し、共済金は、件数、金額ともに減少している。

その結果、損害率は７２．１％と、前年度実績に対し１５．６ポイント

の改善となった。これは、前年度の自然災害による水災被害が極端に

多かったためで、この比較をもって、直ちに改善したと評価できるも

のではないと考えている。 

（イ）防災に係る調査研究及び普及啓発事業 

建物共済のうち「ごみ処理施設」については、一度災害が発生する

と甚大な被害となるほか、その稼働停止は市民生活に大きな影響を与

えるため、当年度においても、事故のあった施設を訪問し、円滑な復旧

や再発防止のための支援等に取組んだ。また、自動車損害共済に関連

して、委託団体における事故防止活動に寄与するための取組を行った。 

（ウ）消防・防災施設整備事業等資金融資事業 

市等が実施する消防・防災施設整備事業等のための融資を目的とし

ているが、令和２年度は、災害共済金の支払に備えるため融資総額を

減額し、２９０団体に、４７億８，３６０万円を融資した。 

（エ）防災専門図書館事業 

新型コロナウイルス感染拡大の下、来館停止の措置を講じたため、

来館者数は大幅に減少したが、蔵書等の充実、非来館者へのサービス

を継続し、図書館の認知度を向上する取組を実施した。 

（オ）防災その他様々な都市機能の健全な維持発展に関する事業 

都市防災の推進を図るため、「都市防災推進セミナー」、「防災フォ 

ーラム」のオンライン開催等の啓発活動を行った。 

また、全国的観点で実施される「防災・危機管理に関する政策の企
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画立案」等の事業に対する協助金を交付した。 

（カ）日本都市センター会館事業 

会館事業のうちホテル部門について、本会の収益事業の柱として運

営に努めているところではあるが、令和２年度は、コロナ感染拡大の

影響を直接受け、収益が大幅に落ち込んだ。 

経常収益計から経常費用計を差引いた当期経常増減額は、７億５，

４７２万９千円の減となり、ここから当期経常外増や法人税等を加減

した当期一般正味財産増減額は、７億５，３４０万２千円の減、すなわ

ち赤字となった。 

（キ）全国各市の利便に資する保険手続きに関する事業 

道路賠償責任保険の取扱業務及び自動車損害賠償責任保険の代理店

業務について、手数料収入等の実績の説明を行った。 

  （ク）総会及び理事会の開催について 

     令和２年度の総会及び理事会の開催状況について説明した。 

  （ケ）内部統制システムの運用状況の概要について 

     令和２年度事業報告及び決算の監事監査については、「監査報告書」

及び「独立監査人の監査報告書」のとおりであること、また、「コンプ

ライアンス委員会」、「コンプライアンス施策の実施」、「内部監査及び実

地監査フォロー」について説明した。 

  （コ）附属明細書 

     事業報告の内容を補足する重要な事項が存在しないため、所定の附

属明細書は作成していない旨を説明した。 

次に、議案第２号、令和２年度決算について、次のとおり説明を行

った。 

貸借対照表について、資産については、消防・防災施設整備事業等

資金融資資産が令和３年２月の通常理事会でその一部を取崩す承認を

受けて取崩しを行ったことにより、対前年度比４８億円の減となった。

また、負債については、令和２年度は、平成３０年度及び令和元年度に

発生した自然災害で支払備金として計上していたものについて、災害
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共済金支払が多かったため、未払分が減少したことによって、対前年

度比３１億１，７００万円の減となった。この結果、正味財産合計は、

対前年度比７億３，７４７万３千円の減となった。 

続いて、正味財産増減計算書について、法人全体の経常収益は、

対前年度比１３億８，００３万４千円の増となった。これに対して、

経常費用は、当年度は前年度のような甚大な自然災害が発生せず、

支払備金繰入額の計上がなかったため、対前年度比９９億５４１万

８千円の大幅減となった。この結果、当期一般正味財産は、７億３，

７４７万３千円の減となった。 

次に、会計別の正味財産内訳について、次のとおり説明を行った。 

相互救済事業を含む公益目的事業会計について、経常収益計は１３

０億９，０８２万３千円、これに対して、経常費用計は１３０億９，６

８２万３千円となった。これに経常外収益６００万円を計上した結果、

当期一般正味財産増減額は０円となり、公益法人に求められる収支相

償が達成されていることとなる。 

収益事業である会館事業について、当期一般正味財産は７億５，３

４０万２千円の減少となった。この赤字となった要因は、新型コロナ

ウイルスの影響によるものである。現時点でも緊急事態宣言が発出さ

れている最中であり、今後も厳しい状況が続くことが見込まれるため、

今後の会館事業のあり方について、専門家からの意見を伺いながら、

事業の方向性を検討していく。また、もう一つの収益事業の保険手続

事業について、当期一般正味財産は１，５９２万９千円の増加、すなわ

ち黒字となった。 

法人会計については、「業務方法書」第５条に基づき、共済基金分担

金の一部を法人会計に充当したため、経常収益計と経常費用計が共に

１億８，０４９万２千円となり、当期一般正味財産の増減はない。 

議案第１号及び議案第２号の説明の後、公益法人認定法に基づき、

内閣府に対し、事業報告、貸借対照表などの財務諸表等のほかに、「会

員名簿」等を提出する必要があるため、これらを議案第１号及び議案
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第２号の資料とすることを説明した。 

続いて、議案第３号、支払準備資産に関する規程に定めるリスクの

範囲について、通常理事会において選任した有資格者からの意見書に

基づき、支払準備資産に関する規程に定める「リスクの範囲」を１４６

億円と定めた旨の説明を行った。 

議案第１号から第３号の説明の後、遠藤幸子監事から、事業報告及

び決算については、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示して

いる旨、及び理事の職務の執行に関する不正の行為、又は法令若しく

は定款に違反する重大な事実は認められない旨、並びに会計監査人の

監査の方法及び結果についても相当であり、計算書類（貸借対照表及

び正味財産増減計算書）、附属明細書、キャッシュ・フロー計算書及び

財産目録は、いずれも正確であると認める旨の監査報告が行われた。 

議案第２号について、次のとおり質疑応答が行われた。 

相川一郎理事 「令和２、３年度と連続して赤字になることが見込ま

れる収益事業のあり方について検討する旨の説明が

あったが、会館事業は新しい生活様式を見据えた方向

性を検証しながら、継続することが出来るかを含めて、

新たな方策等について見極めていくとの趣旨でよろ

しいか。」 

小金井常務理事 「収益事業の状況は、先ほど御説明させていただい

たとおり、新型コロナウイルスの影響による宿泊客の

減少や会議室、ホールのキャンセル等により、令和２

年は約７億５千万円の大幅な赤字、令和３年度におい

ても赤字が見込まれ、非常に厳しい状況にあると認識

している。 

しかし、収益事業は公益法人移行後、平成２５年度

から令和元年度まで７年連続で黒字を計上し、累計約

２５億円、年平均で約３.５億円の黒字を出しており、

今回の急激な業績の悪化は、一時的な新型コロナの影
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響によるものであり、コロナが収束すれば、業績も

徐々に回復し、黒字化できるものと見込んでいる。 

しかしながら、コロナを起因とした社会環境の変化、

テレワーク推進やリモート会議の普及、インバウンド

客の減少など、コロナ前と後とでは会館事業を取り巻

く環境が大きく変化していることから、今後、ホテル

事業の休止、ホテル運営の賃貸方式への変更、ホテル

の売却等を含め、会館事業のあり方について、専門家

からの意見を伺いながらその方向性を検討する。」 

審議の結果、議案第１号、議案第２号及び議案第３号は、いずれも全

員が賛成し、原案のとおり可決した。 

イ 議案第４号「建物総合損害共済業務規程の一部を改正する規程の制定について」 

議案第４号について、次のとおり説明を行った。 

建物総合損害共済の補償対象である雪災及び土砂災害について、風災・水

災の取扱いに合わせることで、災害に対する補償の合理性を高める規定に改

正するものである。 

なお、歴史的な経緯として、自然災害を補償の対象とする制度を創設した

際、風災・水災による災害の多い西日本との均衡を図るため、東日本で特有

の災害とされた雪災も補償の対象とし、これらの自然災害が広域かつ甚大な

災害をもたらすことで共済事業の健全性を損なう恐れがあったため、委託団

体に対する「補償額に制限を設ける」制度とされた経緯がある。 

その後、自然災害に対して損害額の１００分の５０を共済金として支払う

ものとしていたが、平成１７年度に、「雪災」を「風水災」と切り分け、１０

０分の１００を補償する制度に変更している。これは、平成に入り、平成 

１６年度まで、雪災による大きな災害が発生しなかったためだが、近年の雪

災は、広域かつ甚大な被害をもたらしていることから、自然災害を補償する

制度を創設した当初の趣旨に立ち帰り、風災・水災と等しく取り扱うことで、

合理性を高める必要があると考えたものである。 

土砂災害についても、平成１７年４月に、雪災と併せて、損害額の１００
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分の１００を補償する制度としている。 

その結果、損害額の１００分の５０を補償する水災と区別せざるを得なく

なったが、土砂災害の殆どは水災が原因のため、実務的に、この区別は困難

である場合が少なくない。本来、共済の支払責任は、災害の原因により決せ

られるべきであるため、「水災」と等しく取り扱うものとし、制度の合理化を

図ろうとするものである。なお、施行期日は、令和４年４月１日とする。 

審議の結果、議案第４号は全員が賛成し、原案のとおり可決した。 

ウ 報告第１号「相互救済事業の見直しの検討状況について」 

報告第１号について、次のとおり説明を行った。 

近年の大規模な自然災害により、災害共済金の支払額は、令和元年度、令

和２年度と連続して分担金収入を上回る結果となり、この傾向は、今後３年

間は続くことが見込まれる。現行の建物総合損害共済の分担金基率では、災

害共済金及び事業費を賄うことができない状態になっている。 

直近の大規模災害を受けてお支払いした災害共済金の分担金に対する割

合は、令和元年度で１０４％、令和２年度には１２８％となっている。平成

３０年度、令和元年度の甚大な災害により、委託団体の共済金請求に遅れが

生じており、令和２年度決算においても、今年度以降に繰越された建物共済

の支払備金が約２２６億円あり、この支払備金から令和３年度の共済金支払

いを予測すると、分担金の１５２％とピークになり、令和５年度までは、共

済金支出が分担金収入を上回る見込となっている。 

建物共済は、現在の分担金収入６７億円を１００％として、建物共済金事

業を営む上で必要となる事業費が１５％を要しており、残り８５％を共済金

に充てることで事業を継続する仕組みとしている。これまでも、単年度で共

済金が収支均衡ラインを上回ることもあったが、単年度の現象をもって分担

金基率の改正は行わず、直近１０年間の収支状況を見て、分担金基率の改正

を行ってきた。 

しかし、令和２年度の直近１０年間の共済金の支出割合を見ると、令和２

年度の直近１０年の平均ではまだ収支状況は均衡しているが、今年度末から

収支均衡ラインを超え、令和５年度には１０２％となり、その後、徐々に改
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善していくが、令和１０年度に至ってもなお、損益分岐点と言える収支均衡

ラインに至らない、つまり、分担金で共済金等を賄うことができない状況が

続くことになる。 

令和５年度から分担金総額で１０％収入増を見込んだシミュレーション

を行った結果、令和１０年度に至ってもまだ９０％であり、収支均衡ライン

に至らない状況となっている。また、このシミュレーションは、今年度以後、

平成３０年度、令和元年度のような大規模な災害が起きないことを前提とし

て作成しており、十分な収支改善とは言えないが、現在の委託団体の財政事

情を鑑みると、総額で１０％の分担金収入増に留める計画としたものである。 

具体的な計画としては、（１）分担金基率改正の実施時期について、コロナ

禍での委託団体の財政事情に配慮し、令和５年４月１日の実施とする。（２）

各団体の個々の負担増は約２５％に抑える。（３）分担金総額で１０％の増

を図る。但し、分担金総額の１０％引き上げに当たり、団体によってはそれ

以上の改正率となる場合があり、この分担金基率の激変を緩和するため、一

般物件で約２５％、住宅物件で約２０％と、個々の団体の分担金の改正率に

限度を設けてまいりたい。 

なお、今回ご案内させていただいた内容は、６月以降、委託団体に対し丁

寧に説明していきたい。また、今後のスケジュールについては、令和４年５

月理事会で最終的な分担金基率表を上程し、令和５年４月に実施してまいり

たいと考えている。 

報告第１号について、次のとおり質疑応答が行われた。 

相川一郎理事  「まず、ただ今御説明いただいた令和５～１０年度にか

けての負担率の改定は、暫定措置であるとの捉え方で良い

か。次に、分担金基率の引上げに伴う、委託団体ごとの具

体的な資料の準備をお願いできないか。また、５千万円を

超えた額については全国共済として取扱うとの御説明

を踏まえ、分担金基率は、将来的には地区ごとではなく、

全国一律であるとの考え方が共済事業として自然では

ないかと考えるが、現時点での見解について伺いたい。」 
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小金井常務理事 「まず、負担率の改定について、今回の１０％増とする

計画は、今後大規模な災害が起きないとの前提で計画した

ものであり、現時点での暫定措置と考えているが、平成 

３０年、令和元年のような規模の災害が起これば、この分

担金基率では足りず、再度、基率の改正をお諮りしなけれ

ばならなくなるため、今回の改定は、相互救済事業の見直

しの第一段階として捉えていただきたい。 

     また、委託団体に対しては、見直しの内容を各委託団体

に送付させていただくとともに、協議会や説明会など、あ

らゆる機会を通じて、丁寧に説明を尽くしていきたいと考

えている。なお、今年７月には、各団体毎の新しい分担金

基率に基づく現時点で算定した負担増額等の資料を御案

内する予定で準備を進めている。 

        最後に、建物共済については、人の生命・怪我に対する

共済と異なり、毎年度、水災による甚大な被害が及ぶ地域

と、滅多に被災することのない地域など、地域の特性によ

りリスクが異なっている実態からすれば、一律の分担金基

率とすることについては、負担の公平性という観点から、

意見が分かれるところである。 

        一方で、委託物件の件数、すなわち集団の規模が小さい

と、分担金基率を算定する基礎となるリスクや共済金の支

払額が大きく変動することがあるため、５千万円を超える

共済金支出は「全国共済」として取扱い、地区別の分担金

基率としながらも、なるべく負担に大きな格差が生じない

仕組みとしているものである。 

        ただし、それでも地区別の分担金基率には格差が生じて

いるのも事実であり、近年の災害が「全国区」になりつつ

あることを踏まえて、分担金基率の全国一律化の是非の検

討を行う必要があるとともに、段階を踏んで地区別の格差
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を是正することも必要と考えているところである。 

相川一郎理事  基率改正への取組みに大変ご苦労されていることは良

く理解した。引続きよろしくお願いいたしたい。 

エ 報告第２号「理事の退任について」 

議案第５号「総会において選任される理事候補者の決定について」 

今年度の定時総会では、本年３月末に退任した１名の理事及び６月に退

任される予定の理事２名のほか、それ以前に退任した１名の理事を含めた

４名の理事の後任を選任するため、地域市長会又は都道府県市長会からの

推薦に基づき、３名の副市長及び１名の学識経験者を総会において選任さ

れる理事候補者として決定したい旨の説明を行った。 

審議の結果、議案第５号は全員が賛成し、原案のとおり可決した。 

オ 議案第６号「地区協議会会長の選任について」 

九州地区協議会会長が次の総会で退任される予定のため、「地区協議会等

の設置に関する規程」に基づき、後任として、福岡市から推薦の副市長を地

区協議会会長として選任したい旨の説明を行った。 

審議の結果、議案第６号は全員が賛成し、原案のとおり可決した。 

カ 議案第７号「業務方法書第１２条に定める有資格者の選任について」 

議案第７号について、次のとおり説明を行った。 

業務方法書において、相互救済事業の実施に当たり、損害に対するてん補

総額は、通常の予測を超えて発生するリスクの範囲及び運営指標により計

算した支払準備資産を限度とするものと定めている。 

このリスクの範囲を定めるに当たっては、保険数理の専門家としての資

格を有する者の意見に基づくものとされていることから、「ＥＹストラテジ

ー・アンド・コンサルティング株式会社」を有資格者として選任することを

提案する。 

審議の結果、議案第７号は全員が賛成し、原案のとおり可決した。 

キ 議案第８号「総会の日時、場所、目的である事項等の決定について」 

定款第１３条第１項及び総会運営基準第２条の規定に基づき、次回の

定時総会の日時、場所、目的である事項等について、理事会にて決議する
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旨の説明を行った。 

（ア）日時 令和３年６月２５日（金）午後２時から 

（イ）場所 日本都市センター会館５階「オリオン」 

（ウ）議題 

ａ 報告第１号 令和２年度事業報告及び決算について 

ｂ 報告第２号 令和３年５月開催の通常理事会の決議内容について 

ｃ 議案第１号 理事の選任について 

併せて、「書面による議決権行使」及び「代理人による議決権の行使」

についても説明を行った。 

審議の結果、議案第８号は全員が賛成し、原案のとおり可決した。 

【報告事項】 

ア 報告第３号「代表理事の職務執行の状況について」 

令和３年１月１日から同年４月３０日までの代表理事３名の職務執行

の状況について、理事会等運営規程に定める別記様式「代表理事の職務執

行報告」に基づき、次の事項等について、それぞれ説明を行った。 

（ア）定款に基づく会議（理事会）の招集 

（イ）人事関連 

（ウ）本会規程の改正 

（エ）地区事務局長への事務の委任 

（オ）建物総合損害共済及び自動車損害共済における高額（１件１,０００万円

超）な災害共済金の支出決定 

（カ）職員の懲戒処分 

イ 報告第４号「理事長の利益相反取引に係る重要事項について」 

福田理事長が市長を務めている川崎市と本会との共済委託契約及び資

金融資貸付について、利益相反取引となることから、理事会運営規程に基

づき、取引の内容、金額等を報告し、他団体と同一の条件で契約を行って

いる旨を説明した。 

ウ 報告第５号「新規入会について」 

定款等に基づき入会を承認した１市について報告した。この入会で、全

７９２市が本会の会員となった旨を説明した。 
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エ 報告第６号「令和２年度助成対象事業における各団体の実施状況について」 

「防災その他様々な都市機能の健全な維持発展に関する事業」の一環

として実施している助成事業について、助成規程に従い、令和２年度に助

成を受けた各団体（５団体）の助成対象事業、交付額及び実施報告書につ

いて説明した。 

 

以上をもって議案の審議等を終了し、議長が出席者の発言について確認した

ところ、発言は無かったので、午前１１時５３分、議長は閉会を宣言し、解散し

た。 

 

以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した代表理事及び監事

は記名押印する。 

 

令和３年５月２４日 

 

代表理事  福 田 紀 彦  印    

  

 

代表理事  髙 橋   徹  印 

 

 

代表理事  小金井   勉  印 

 

 

監  事  遠 藤 幸 子  印 

 

 

監  事  石 川 哲 治  印 

 


